
   春日部市税条例の一部を改正する条例 

 

 春日部市税条例（平成１７年条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

 (1) 次の表中、改正前の欄の条（以下「改正前の条」という。）の表示及びそれに対応す

る改正後の欄の条（以下「改正後の条」という。）の表示に下線が引かれた場合にあっ

ては、当該改正前の条を当該改正後の条とする。 

 (2) 次の表中、改正後の条に対応する改正前の条が存在しない場合にあっては、当該改正

後の条を加える。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控

除の適用期限の特例） 

 

第23条 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29

号）第13条第１項の規定の適用を受けた場合に

おける附則第７条の３及び附則第７条の３の２

の規定の適用については、附則第７条の３第１

項中「租税特別措置法第41条又は第41条の２の

２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成

23年法律第29号）第13条第１項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第41条又は

同項の規定により適用される租税特別措置法第

41条の２の２」と、「法附則第５条の４第６

項」とあるのは「法附則第45条第２項の規定に

より読み替えて適用される法附則第５条の４第

６項」と、附則第７条の３の２第１項中「租税

特別措置法第41条又は第41条の２の２」とある

のは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規

定により読み替えて適用される租税特別措置法

第41条又は同項の規定により適用される租税特

別措置法第41条の２の２」と、「法附則第５条

の４の２第５項」とあるのは「法附則第45条第

２項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４の２第５項」と、同条第２項第２号

中「租税特別措置法第41条の２の２」とあるの

は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定

により適用される租税特別措置法第41条の２の

 



２」とする。 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第24条 (略) 第23条 (略) 

  

   附 則 

 この条例は、平成２４年１月１日から施行する。 


